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令和６年第５回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  令和６年９月９日（第４日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  吉 岡 正 博      ９番  大 串 武 次 

     ２番  岸 川 信 義      10番  吉 岡 英 允 

     ３番  友 田 香将雄      11番  草 場 祥 則 

     ４番  重 富 邦 夫      12番  井 﨑 好 信 

     ５番  中 村 秀 子      13番  内 野 さよ子 

     ６番  定 松 弘 介      14番  西 山 清 則 

     ７番  前 田 弘次郎      15番  溝 上 良 夫 

     ８番  溝 口   誠      16番  片 渕 栄二郎 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  北 村 喜久次    総 務 課 長  中 村 政 文 

   企画財政課長  大 串 恭 隆    総合戦略課長  山 口 裕 一 

   税 務 課 長  出 雲   誠    住 民 課 長  谷 川 友 子 

   保健福祉課長  木 須 英 喜    長寿社会課長  小 野   勉 

   生活環境課長  土 井   一    農業振興課長  吉 村   浩 

   商工観光課長  谷 﨑 孝 則    農村整備課長  吉 村 大 樹 

   建 設 課 長  鶴 田 浩 紀    会 計 管 理 者  久 原 美 穂 

   学校教育課長  久 原 正 好    新しい学校づくり課長  永 石   敏 

   生涯学習課長  矢 川 靖 章    農業委員会事務局長  山 下 英 治 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  中 原 賢 一 

   課 長 補 佐  川 﨑 常 弘 

   議事係書記  草 場 雅 子        

 

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     ３番  友 田 香将雄      ４番  重 富 邦 夫 
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６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        １．友田香将雄議員 

         １．教育・子育て環境の充実について 

         ２．太陽光発電施設の設置に関する条例の制定を。 

 

        ２．重富邦夫議員 

         １．農業政策と米生産者育成について 

 

        ３．岸川信義議員 

         １．どうする人口減少対策 人生１００年!!シニアカーの普及と

補助について 

         ２．合併２０周年 どうする大雨の時!! 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○片渕栄二郎議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 暑い方は上着をお取りください。 

 

日程第１ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、友田香将雄議員、

重富邦夫議員の両名を指名します。 

 

日程第２ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は３名です。 

 順次発言を許します。友田香将雄議員。 

 

○友田香将雄議員 

 議員番号３番、友田香将雄でございます。 

 通告に従い、質問をさせていただきますが、すみません、私が先日親知らずを抜い

たんですけども、なかなか腫れが引かずに顔が腫れておりますので、今日はマスクを
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させていただいております。聞きにくいかとは思うので、一生懸命大きな声で話すの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 それではまず、教育、子育て環境の充実について質問をいたします。 

 今年の夏も例年またはそれ以上の酷暑となり、熱中症アラートの中でも運動が原則

禁止となります31度以上が７月３日の時点で既に発生していたなど、児童・生徒に関

する熱中症リスク管理も年々厳しさを増す状況です。令和５年の12月議会の際に、新

白石中学校の体育館へのエアコン設置等に関する質問を行いましたが、数千万円、１

億円程度かかること、また工事期間中、体育館が使えなくなることを理由に見送った

という答弁がありました。 

 それでは、令和８年に開校を予定しております新有明小学校における体育館のエア

コン設置についてはどのように検討を行ったのか、熱中症対策としてどのように考え

ているのか、答弁をお願いします。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 有明小学校の体育館への空調設備の設置についての御質問でございます。 

 新有明小学校につきましては、旧有明中学校の施設を小学校仕様に改修して使用す

ることといたしております。体育館についても、平成11年建築で築25年とまだ新しい

施設であることから、外部については長寿命化対策の外壁塗装と屋根の一部シーリン

グなど、内部は照明のＬＥＤ化とラインコートの新設などの施工を行うことといたし

ております。 

 空調設備の設置の検討も行いましたが、有明小学校の体育館は外壁や窓などの断熱

性能が確保できていないことから、空調を設置しても運動を行える冷暖房の効果はあ

まり期待できない状態であります。もし、外壁、窓などの大規模な改修をするとなれ

ば膨大な費用が必要となります。また、壁や窓には現状のままで空調を設置した場合

は、電気代などのランニングコストが高額になってまいります。これらのことを考慮

して、今回の改修についての空調の設置は見送ることといたしました。 

 今後、壁や窓の取替えを行うような大規模な改修が必要になったときか、また新築

する場合は併せて空調の設置についても検討する必要があると考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 答弁の中にもありましたが、新有明小学校の体育館は平成11年建築と比較的新しい

施設となっております。大規模改修か新築の際に検討するとなると、エアコン設置は

今後数十年つける可能性は限りなく低いんじゃないかなというふうに思われます。 

 文部科学省は、体育館への空調設備の設置について、令和７年度までに実施した場

合、国庫補助として従来３分の１から２分の１に現在引き上げられている状況です。

先ほどの答弁の中では見送ったということだったと思うんですが、そうした場合、そ

れではどのように子どもたちの熱中症対策を授業として行っていくのか、そのあたり

についての答弁をお願いします。 

 



- 4 - 

○久原正好学校教育課長 

 熱中症対策としての授業の部分で行う代替案というところでございます。 

 新有明小学校の体育館については、空調を見送るということでございました。その

場合の熱中症対策としては、体育の授業を気温が暑くなる時間を避け、例えば午前中

の１時間目、２時間目に行ったり、体育館を使用する際は大型の扇風機等を積極的に

使い、注意喚起などを行いながら十分に休憩時間を確保して水分補給を取ったり、体

育の授業の内容を運動ではなく保健の授業に変更するなど、対策を考えているところ

です。また、体育館ではなく特別教室、そういったところは比較的広い教室の面積が

ございますので、そして空調が整っているところを使いまして、ストレッチ等の軽運

動を行うという利用法も考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 先ほどの答弁では、授業内容を保健の授業に切り替えたりとか、あとは体育の活動

については午前中の一、二限に行うといった代替案を話されました。ただ、これは結

局のところ、子どもたちが本来やれる活動について制限がかかってしまっているとい

う形になるのではないでしょうか。 

 よりよい学習環境の充実、これは様々な形で教育長なり町長がこの発言をしていた

だいております。この充実をさせていくという観点を鑑みても、国庫補助が行われて

います今のうちに新有明小学校のエアコン設置、多額の費用がかかるということなん

ですけども、２分の１の補助があるということがあります。これがないときに大規模

改修した場合、それもまたそれ以上の大きな金額がかかってくるんじゃないかなとい

うふうに思ってるんですけども、この補助があるうちにエアコン設置を導入していた

ほうがよかったんじゃないかなというふうに思うのですが、そこについて答弁をお願

いします。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 国の補助金の補助率が大きいうちに改修をしたほうがいいのではないかという御質

問かと思います。 

 体育館の改修を設置する際に国からの補助金がございます。この補助金につきまし

ては、断熱性能があるのかというのが要件という形になっております。断熱性のない

体育館についての空調の設置と併せて、断熱性の確保の工事をする経費についても補

助金の対象という形になっておりますが、対象工事の上限額が7,000万円という形に

なっております。今回、有明小学校の体育館の規模に空調等を導入した場合、少なく

見ても３億円程度の費用がかかるのかなと思っておるところです。 

 先ほど申し上げましたように、今回の有明小学校につきましては、旧有明中学校の

校舎を改修して利用することとしておりますが、旧有明中学校の特別教室には空調が

設置をされていない箇所がまだあったところがございます。当初設置してある空調に

つきましても、長期間使用がされているということから、空調の能力が低下をしてお

ります。まずは、特別教室や特別支援教室として使用する教室に設置をすることとい
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たしております。児童が長い時間を過ごす校舎のほうを、空調のほうは優先をさせて

いただいたということでございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 今年でいいますと、厳重警戒となる指数に関しては６月のもう中旬以降から発生し

ている状況です。今日の時点でも発生するという予測が出ております。そういったこ

とを鑑みましても、６月、７月、８月、９月、このあたりについては子どもたちの活

動が制限されていく可能性が十分に今後もあるということが考えられます。また、今

現在、世界的に気温が高くなっているということもありますので、これが例えば５月

からそういった形になる可能性も十分に考えられることであります。確かに、大きな

予算額として必要になってくるということもありますので、これは国のほうとの交渉

も併せてやっていく必要があるかとはいうふうに思いますが、この話はただ、今回の

有明新小学校のことだけではありません。実際、福富小学校のほうも体育館としては

同じように暑い状況があります。そういったことも考えても、このエアコン問題とい

うのは早期に対応する必要があるというふうに私としては思っています。 

 それでは、新白石小学校における体育館については新築を予定しております。ここ

については、エアコン設置は検討できるんじゃないかなというふうに思っております

が、そのあたりの状況について答弁お願いいたします。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 白石地域の新設小学校の体育につきましては、議員申されますように新しく新設を

するものであり、これから基本設計を行っていくこととなります。断熱性を確保した

造りとし、経済的な空調の設置について設計の中で検討していきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 白石新小学校については検討余地があるという形の答弁があったので、そこは少し

ほっとしております。ただ、いずれにしろ、先ほど申し上げましたように、福富小学

校、有明新小学校、また以前取り上げました新白石中学校の体育館、この３つについ

てはもう今後も暑い状況が続くということが考えられますので、ここはしっかりと国

のほうの交渉を含めて取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 それでは、もう一つの観点で質問させてください。 

 文部科学省が定める図書標準に対する町内小・中学校の対応状況について、どのよ

うな状況でしょうか、答弁をお願いします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 学校図書の状況についてということです。 
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 友田議員から資料請求がありましたので、まずそれを基に御説明いたします。 

 まず、各小学校と中学校の令和６年度の図書購入予算、そして標準冊数、全冊数、

達成率を表示しております。 

 まず、令和６年度の購入予算ですが、総額で262万円でございます。 

 次に、標準冊数ですが、学校図書において必要とされる図書の冊数については、学

校図書館図書標準というところで定められております。その標準冊数については、合

計で６万9,440冊で、備付けの全冊数ですが合計で８万9,219冊、達成率でございます

が135.9％ということになっております。真ん中ほどにつきましては、その計算方法

の根拠を示しております。その下の表は、現在の学級数ということをお示しをしてお

ります。 

 先ほど申し上げたように、学校図書については学校図書館図書標準により定められ

ているところです。令和２年度における令和元年度現在の最新の全国調査ですけど、

それにおいてこの冊数を上回ってる全国の小・中学校の割合は71.2％、中学校で

61.1％でございまして、佐賀県内においても少なからず達成できてない市町がある中

で、お手元の資料のとおり、全ての小学校で学校図書館図書標準に定められてる必要

とされる図書冊数の基準を上回っているという状況でございます。 

 なお、白石中学校は現時点で達成率は81.1％となってございますが、これは旧福富

中学校、旧有明中学校の蔵書の登録の整理中であります。現在把握している未登録冊

数が4,000冊ほどございますが、この図書が令和６年度中に登録される見通しでござ

いまして、登録が完了すればこちらも標準冊数を上回るという状況でございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 文部科学省では、令和４年から令和８年の５箇年計画として第６次学校図書館図書

整備等５か年計画に取り組まれています。その中でも、先ほどの答弁にもありました

この図書標準の達成率であったり、学校司書の配置、または学校への新聞の配置あた

りがその目標値として設定されているからの質問をさせていただきました。ただ、白

石町としましては100％から大幅にクリアする大きな達成率をしていただいてるとい

うことで、大変安心しておりましたし、中学校に関しても今現在登録が進んだら達成

するということに関しては、しっかりと私としても安心しているところです。 

 ただ、古い図書がずっと入れ替わりもなく、そのままになっていて、達成率をその

ままにという形ではすごくもったいないというふうに思っております。様々な社会情

勢であったり、世界的な変動ということもありまして、いろんな情報をこれからも積

極的に取り入れていく環境があるということは大変強みであるというふうに思ってい

ます。そういった観点からも、この図書の入替えというところでしっかりと予算づけ

をしていただきたいというふうに考えていますが、そのあたりについての考え方につ

いて答弁をお願いいたします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 学校図書の入替えとか予算の考え方について答弁をさせていただきます。 
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 まず、入替えなんですけど、例えば本の背表紙が破けたりとか、それから記載され

ている内容が世界の情勢で変わったりとか、それから先ほども言いました国名が変わ

ったりとか、あと法律が変わったりとかルールが変わったりとか、そういったもので

ございますけど、学校図書は冊数ではなく定期的な新旧図書の入替えを先ほどの状況

の中で行っておりまして、その内容の充実を図ることが重要だと考えております。学

校図書の入替えのために必要な図書を購入する予算につきましては、各学校の予算に

毎年計上しておりまして、お手元の記載のとおり、令和６年度において小学校では１

校当たり、平均でございますけど24万4,000円、中学校では66万8,000円を図書購入費

として枠を設けて予算づけをしている状況です。 

 なお、当初予算に大小の差がありますけど、そういった主な理由としましては、学

校図書の入替えの大小によるものでございます。学校図書につきましては、定期的な

計画の下に入替えが必要だということでございます。その内容を反映したものという

ことであります。 

 学校図書では、児童・生徒の思考力、判断力、表現力を育むとともに、成長過程で

豊かな心を持つ人間形成に寄与することから、今後も学校図書館図書標準の標準冊数

を維持しつつ、児童・生徒が読みたくなる新規図書の入替え、購入やそういったもの

を定期的に行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 学校図書についての質問をさせていただきました。先ほどありましたエアコン、ま

たこういった形の図書については、どうしても優先順位からすると、一般的ですが後

回しにされがちな話ではあるんですけども、大変子どもたちの教育環境の充実の観点

からすると重要な点でありますので、学校図書に関してはぜひ引き続きしっかりと充

実していただければと思いますし、またそのエアコンの設置に関しては、私含めてこ

れはもう我々議会であったり、執行部であったり、お互いがいろんなところに掛け合

って、少しでも早く設置していくという動きを強めていく必要があるんじゃないかな

というふうに思いますので、引き続きこの問題については取り上げさせていただけれ

ばというふうに思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次のほう質問に参ります。 

 子育て支援に関する予算の優先順位についての考え方について質問いたします。 

 白石町の第３次総合計画の第２章第１節に子育て支援が重点施策として打ち出され

ていることからも、子育て支援に関する予算の確保というところは重要度が特に高い

ものというふうに認識しておりました。しかしながら、今議会では放課後児童クラブ、

いわゆる学童の利用料の値上げに関する議案が提出されたというところです。 

 そこで、まず確認ですが、価格改定した場合、この金額としてどの程度財政的負担

は軽減されるのか、答弁をお願いいたします。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 議員おっしゃられますとおり、学童の利用料の値上げといいますか、そちらを今回
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９月の議会に上程をさせていただいております。一般向けに分からない点があろうか

と思いますので、若干その経緯について説明をさせていただきます。 

 放課後児童健全育成事業につきましては、平成27年度から対象学年の拡充、それか

ら平成28年度から利用時間の拡大を図るなどして事業内容の充実に努めているところ

ではございます。現行の負担金体制は、平成17年の合併以来、一度も改定を行ってい

ないということから、今回の会期中において増額の条例改正の提案をさせていただい

てるところです。 

 現在、白石町の通常平均５日間の利用料が月額2,000円となっているところを

3,000円、1,000円アップですね。８月の夏休み利用料が4,000円となっているところ

を5,000円というふうに、延長利用料を除きまして一律1,000円の増額をお願いしたい

というふうに考えております。県内の他市町村の利用料は、平均すると通常で月額

4,000円程度であり、近隣の３市３町を比べますと、一番安いのが太良町の1,500円、

高いところでは武雄、鹿島市の4,000円、民設民営のところでは5,000円というところ

もあり、平均すると3,214円となっております。このような状況から見ましても、今

回は県内全域での平均からも1,000円程度、近隣で見ても平均よりも200円程度安い月

額3,000円で設定をしております。 

 国の運営費の考え方といたしまして、放課後児童健全育成事業における保護者の負

担割合を50％程度と想定されているところ、白石町においては令和５年度の実績で計

算すると15％であり、増額の改定を行った場合でも22％程度となり、まだまだ大きな

開きがあるような状況でございます。今後も、支援員等の人件費の高騰により運営費

が増加することが予想される中で、適正な利用者負担観点及び健全な事業運営を進め

るための増額を今回お願いをしているところであります。 

 議員お尋ねの改定後の負担軽減額につきましては、今回改正をした場合、令和５年

度の実績で計算いたしますと、放課後児童クラブ利用者負担額として803万1,700円の

歳入があっていたところが1,145万8,700円となり、342万7,000円の収入増ということ

になります。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 先ほど利用料の平均月額が4,000円程度というふうにあったんですけども、そもそ

もその市と町、平均することに対して大変違和感を感じております。市と町はそもそ

も予算編成の前提が違い過ぎるところがあります。例えば、福祉事務所のほうは町は

設置は任意であるとか、そもそも前提が異なり過ぎているということも思うところで

あります。 

 すみません、先ほど答弁にあったかもしれないんですけども、これは10町に関して

の平均月額は幾らなんでしょうか。答弁をお願いします。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 10町の平均といたしましては、すみません、県内の20市町まちの中で玄海町、こち

らが学童のほうを町内にある児童館が２つあるんですが、放課後児童クラブとしての
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設置がないため平均には計算を入れておりません。そして、そうした場合、９町にな

りますが、平均月額は通常の利用料が3,857円というふうになります。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 私のほうから補足なんですけども、玄海町さんは確かに放課後等児童クラブは設置

されていませんが、いわゆる学童の機能を児童館のほうで行われておりますので、９

時または８時から18時まで無料で受入れがしてもらえる制度が実質上学童と同じ形で

されておりますので、これだけ聞かれた方に関しては、玄海町さんのほうでは学童を

利用できないのかというふうに思われちゃうこともあるかと思うので、こちらを補足

させてください。 

 先ほどの説明で９町の平均月額が3,857円というふうにありましたが、これに対し

ても私はうんというふうに思っております。なぜかと申しますと、この平均は町営と

民営と一緒の金額を混ぜられてますよね。民営が高くなるのは誰でも分かる話だとい

うふうに思いますし、例えば公立学校と私立学校については学費に関する全国アンケ

ート調査とかに関しても別々に調査されているという現状もあります。どうしてこれ

を分けなかったのでしょうか、答弁をお願いします。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 友田議員さんの言われましたところはもっともだとは思います。ただ、我々としま

しては放課後児童クラブは公設公営、公設民営、民設民営、様々な運営形態がござい

ます。それで、白石町でも佐賀市のほうで民営化されたということも情報として入っ

ております。県内でもそういった動きがかなり出てきております。ですので、学童と

いたしましては、そういったとこも含めて計算をするべきというふうに私は考えてお

ります。公設公営だけを単純に比べるのはいかがなものかなというふうに考えており

ますので、それと公設公営においても白石町はまだまだほかの自治体と比べましても

高いほうではない、平均的なところでいっております。そういったことから、今回

1,000円の増額の条例の改正のほうをお願いしたというとこでございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 他市町のほうで民営のほうもいろんな形で参入されてるということなので、それも

土俵に上げられているということは、そもそもが学童の設置に対する責任の所在が違

うというものにもかかわらず、一緒くたに混ぜられてるというのが私としては違和感

を感じております。例えば、町営というか、公設のほうだけで計算しますと、９町で

基本料金の平均はおよそ2,389円ということで、例えば夏休みでいえば4,111円、これ

は先ほど示された平均月額とすれば、3,857円からすると1,000円以上違う、1,500円

近い金額で変わってくるというふうにあります。 

 本当にこの利用料金の改定に関するこちらのほうにいただいた前提条件の資料、こ

れは示し方が間違ってるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、もう一度
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答弁をお願いします。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 そうですね、間違ってるという考えはどうかとは思います。ただ単純に、我々は県

内の市町の状況がこうなっていますよ、県の平均からすると白石町はまだまだかなり

安いですよと。でしたら、ほかの市町並みにある程度の値上げをさせていただきたい

ということで、今回条例の改正のほうをお願いしているところです。我々も子育て支

援としましては、それは安いというのがいいことだということは分かりはするんです

が、白石町も今回の議会で監査委員のほうからお話がありましたように、自主財源の

確保、あと町財政が今後厳しくなるのは学校建設等もありますので、もう分かってい

ることでございます。そういうことであれば、町で行っている各種事業についてもそ

の負担の割合を考えていくべき必要があるものというふうに私は考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 例えば、利用者が多い平日18時半までの月曜から金曜日まで利用された場合に、価

格改定が行われたときにどういった形になるのかという試算させていただきました。

これは、先ほどずっと基本利用料の話が出てるんですけども、ここにおやつの料金が

含まれてくるんですね。そうなった場合、白石町が改定して基本料として平均

3,000円になった場合、おやつ代とかを含めて、また白石町に関しては18時から30分

延長した場合500円の利用料がかかってきますので、月の出費が4,800円というふうに

なります。これは、同じような条件とした場合、有田町4,000円、江北町3,000円、大

町2,000円、太良町3,500円という形で、佐賀西部に関しては断トツの１位、一番高い

金額となっております。こういったことを考えても、この1,000円アップというとこ

ろはいろんな段階で金額として考えれるものではないかなというふうに思っています。 

 違う観点からしても、例えば3,000円、同じ料金設定であります江北町さん、こち

らに関しても今現在3,000円の利用料というふうになっております。こちらは18時半

まで延長料金なしで預かってもらえるということもあります。例えば、基本料金を

3,000円に変更されるとした場合、ほかの市町のほうでもされておりますように18時

半までは延長料なしで預けれる、そういった形の取り組みとかはできないのでしょう

か。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 午後６時半までの延長の利用についてでございますが、議員おっしゃられますとお

り、近隣の町と比較いたしますと若干高くはなります。クラブによって利用状況が異

なっておりまして、延長利用人数が少ないところ、また日によっては利用がないよう

なところもございます。しかし、６時30分まで通常開所時間ということで定めた場合、

利用者がいなくても必ずその時間までは開所しておく必要があるということから、全

てのクラブに学童支援員２名の配置が必要となってまいります。人件費への影響が出

てまいります。 
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 今回の改定では、延長料金については据え置いておりまして、繰り返しの答弁にな

るかと思いますが、今後白石町でも民間委託を含めたところで開所時間についても考

えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 例えば、令和８年に有明地域の学童は統合されます。一番費用となってきているそ

の人件費のところもいろんな形での再編が取り組める形じゃないかなというふうに思

っています。令和12年に関しては、白石新小学校の地域のほうでも学童の統合が行わ

れます。こういった形で、目先のほうでは様々な形の変動が出てくる可能性があると

いうことを見越して、そこまで待つということもできなかったのでしょうか。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 今回の改定につきましては、有明地域の学童の統合云々というふうな、それに伴う

ものではなく、あくまでも支援員さんたちの人件費等の高騰が実際始まっております。

年々事業の運営費が拡大しているというところでございます。 

 しかしながら、令和８年度の有明地域の統合もしくは今後白石地域の統合のほうも

予定をされております。先ほども申しましたけれども、今後の統合スケジュールや民

間委託を含めたところで総合的に、先ほど言われました開所時間やそれに伴います段

階的な料金の改定等も今後考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 これは結局、限られた財源の中にどこに重点的に予算をつけるかどうかの話になっ

てくると思います。先ほど言われました財政的な負担が今後かかってくると、それは

私も十分重々承知しているところがありますので、この金額を未来永劫やっていって

くださいというわけではないです。そこは、もう様々な形の価格の変更というのは出

てくるものだというふうに思うんですけども、そもそものこの100円の価格改定をす

ることによって、先ほど申し上げました佐賀西部に関しては断トツトップの利用料と

なるということに関しては、今まで打ち出されていた子育て支援というところからす

ると後退するんじゃないかなというふうに思っております。この想定されている財源

の適正化を進められていく中で、そもそもこの子育て支援に関する予算の重要性につ

いてどのように捉えているのかというのをお願いいたします。 

 

○大串恭隆企画財政課長 

 これまでもお答えをしておりますけれども、本町は今現在、既存の住民サービスを

維持あるいは整えながら学校再編を含んだ公共施設の統廃合など、多数の大型事業に

取り組んでいる特殊な状況でございます。その中で、子どもたちの教育環境を整える

学校再編に関する事業につきましては、最優先で取り組ませていただいてるところで

ございます。また、新型コロナ対策、物価高騰等に対する経済支援策におきましては、
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子育て世帯に特化した様々な子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、子育て応援デ

ジタル商品券給付事業などの支援や福富マイランド公園整備事業などに取り組むなど、

実施をしてまいってきたところでございます。 

 子育て支援に関する予算の重要性についての捉え方という御質問でございますが、

町といたしましては子育て支援に限ってというわけではございませんが、総合計画等

に基づき、このように重要あるいは必要と判断した場合は、その内容に応じた予算措

置等で対応させていただいておるところでございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 今回は子育ての観点で質問させていただきましたが、例えば障害福祉であれば、高

齢者福祉もそうですね、そういったこともありますし、様々な重要施策が本町として

あります。その中で、じゃあこの子育てだけに特化してほしいというわけではないで

す。 

 ただ、この子育て支援、学童支援というところに関しては、様々なこの学童という

のは、家庭の事情が複雑に入り組んでいるわけであります。例えば、この学童を利用

するに当たって、２世帯で住まれてるところに関して、おじいちゃん、おばあちゃん

が住まれているところもあります。そこに関して、例えば65歳未満のおじいちゃん、

おばあちゃんが家にいらっしゃるときには、じゃあそこにもう見てもらってください

というところの、以前そういった話もありましたけども、それに関してじゃあ町がお

じいちゃん、おばあちゃんのほうに行って、預かってくださいというわけにいかない

ですよね。そこに対して強制をするわけにもいかないです。また、いろんな御家庭の

事情があって、例えば私の親族にもいますけども、そもそもお母さんが働かれてない

んですけども、あまり体が強くない、そういった方に対する支援の観点でも学童とい

うのはすごく重要なところでもあります。 

 そういったことを考えると、この学童というところは就労だけじゃなくて様々な家

庭の支援につながっていくということに関して考えますと、ここに対する利用料とい

うところに関しては、たった1,000円だけじゃないかという話もあるかも分からない

んですけども、逆に言えば私のときだったように20代前半で子育てを始めたような家

庭に関しては、この1,000円というのはすごく大きいということは十分理解していた

だきたいというふうに思います。 

 また、例えば同じように今回議案として提出されておりますごみ袋の価格改定の話

もあっております。これに関しては、私はもうこれは負担として致し方がないという

ふうに思ってはいるんですけども、ただ町として、毎年財政負担として数億円支出さ

れてる課題もあります。例えば、今回値上げが何十円という形になっておりますので、

プラス40円とかという形で町民の皆様のほうにお願いすれば、今回350万円ぐらい財

政負担が軽減するぐらいの、それ以上の金額が捻出できるわけであります。例えば、

その話は子育て支援だけじゃなくて、いろんな福祉のほうの財源確保にもつながる話

でありますので、負担が少ないところからしっかりとお願いしていくという仕組みを

ぜひとっていただきたいというふうに思います。 
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 そのあたりについて、ぜひもう一度答弁をお願いしたいんですけども、町としてほ

かの市町の状況を見ながら上げていかなきゃいけないこともあるとは思うんですけど

も、戦略としてほかの市町は負担がこうだけども、我々としては負担を減らしていく

という形の考え、この２つの両方の観点が必要だと思いますが、そのあたりについて

答弁をお願いします。 

 

○大串恭隆企画財政課長 

 先ほども答弁をいたしましたが、今後も既存のサービスを維持あるいはとどめるた

めには、町民の皆様へのさらなる御負担をお願いするところもあろうかと思います。

そのような場合につきましては、その必要性や根拠などを丁寧に御説明させていただ

きながら、御理解をいただけるように努力してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 この学童の値上げに関しては、また質疑のほうがありますので、そのあたりについ

てお話しさせていただければと思いますけれども、いずれにしろこの前提条件で出さ

れるその資料、また金額の根拠、そこに関してはぜひ本町の状況と同じような場合の

金額で合わせていただかないと、例えば先ほど申し上げたように、公営と民営のとこ

ろと両方を合わせてしまうと、それはもちろん高くなるのは当たり前の話なので、ぜ

ひそのあたりも含めて根拠の提出というところをお願いしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 新白石中学校や今後整備される新有明小学校、また白石新小学校の通学路整備につ

いて質問いたします。 

 新白石中学校につきましては、開校以前より生徒の通学路に対する事故リスクがあ

るという声が上がっておりまして、今現在も怖いということで様々な声が上がってい

る状況です。現状把握している声と対応状況について答弁をお願いいたします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 新白石中学校の部分で事故リスク等の声が上がっていると、現状把握の部分という

ことです。 

 町では通学路安全点検を年２回行っておりまして、白石警察署、杵藤土木事務所、

また役場総務課、建設課、学校教育課と、あと各学校の立会いの下、実施をしている

ところです。通学路安全点検で中学校の部分で新規に行った場所につきましては、幹

線通学路である有明地域の国道207号でございまして、廻里津商店街の前及び有明郵

便局の前の交差点等を危険箇所として点検を行っている状況です。 

 点検後、廻里津商店街前につきましては、歩道の部分と車道の部分を区別するため、

カラー舗装の検討を杵藤土木事務所で行っていただいております。廻里津商店街につ

きましては、歩車道の境界ブロック等がございませんので、そこの部分を明確にする

という安全対策、そういった部分、そして有明郵便局の前の交差点につきましては横

断歩道の設置がございませんでしたので、その部分を公安委員会で検討していただく
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という予定でございます。 

 また、警察署により自転車シミュレーターを活用した交通安全教室が開かれており

まして、交通安全ルールやマナーを学んでもらいまして、自転車を運転する際に起こ

り得る危険を体験し、生徒の交通安全の意識の向上が図られているということも考え

ているところでございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 それでは、有明新小学校が令和８年に開校を予定されております。今まで中学校の

ところに小学校として活用していくので、大きなところの変更はないかとはいうふう

に思いますが、一番大きな変更としてはスクールバスが入ってくるというところにな

ってくるかと思います。遠距離の通学の子たちが集まることによって、車と人との動

線をまた分けていくとか、そういった判定も必要になってくるんじゃないかなという

ふうに思っておりますけども、その有明新小学校に関しての通学路整備について現状

どのように進められているのでしょうか、答弁をお願いします。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 有明小学校の通学路につきましては、新しい学校づくり準備委員会で現在協議を行

っているところで、まだ決定まではいたしておりません。昨年度までの有明中学校及

び現在の有明３小学校の通学路をベースに検討を行っておりまして、現段階での素案

は作成をしております。 

 今後、警察や県も含めて通学路点検を実施し、その結果を考慮し、年内に準備委員

会としての通学路案を決定していきたいと考えております。そして、年明けに通学路

案の保護者説明会を３小学校それぞれで開催し、そこでの意見も踏まえて最終決定を

行う予定です。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 この通学路整備については、この後の一般質問のところでも取り上げられるという

のがあるので、そちらのほうに詳細はパスしたいというふうに思いますので、次に進

めたいと思います。 

 その通学路の整備についてなんですけども、自力登校の考え方、子どもたちが自分

で歩いて学校に行くという考え方を自力登校という形にしているんですけども、この

自力登校を前提と捉えてしまっていることで、事故リスクにおける対処について後手

に回っているんじゃないかなというふうに感じております。例えば、新白石中学校に

関しては、自力登校、もちろん私としてはその考え方に大変共感するところではある

んですけども、ただ実際、強風であったり雨がひどいときとか、あとは今からで言っ

たら暗くなりやすいというところからすると、そのときの安全性の確保というところ

も大事になってくることであります。例えば、従来であれば距離的にそんなに遠くな

かった生徒たちが遠くから来るということになることによって、要は登下校のリスク
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が高まるということになってまいります。また、送迎で来られる子どもたちもいます。

いろんな事情があって送迎で登下校する必要がある子たちももちろんいるところであ

ります。 

 そういったことを考えても、実際白石中学校のほうが開所した後もスクールバスと

送迎の車と自力登校している子どもたちの動線が、要は一緒くたになってしまってい

ることで危ないという声は今でも上がっているところであります。この遠距離通学時、

児童・生徒、これも有明のほうでも今後出てくるかというふうに思いますけども、そ

の生徒における自力登校について少し別にして考える必要があるんじゃかなというふ

うに思います。学校の整備に関しては、もちろん車の動線、送迎される保護者の想定

であったりスクールバス、あとは徒歩、自転車での通学をするところに対する動線の

考え方と、あとはそれを踏まえた上で自力登校を促していく、この２つは別に反発し

ないというふうに思うんですが、そのあたりについてどのような考え方を持たれてる

のか、答弁をお願いいたします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 私のほうからは、自力登校の基本的な考え方と申しますか、一般的な考え方等を答

弁をさせていただきます。 

 徒歩や自転車で自力登校をしている児童・生徒につきましては、おっしゃられると

おり、自宅が遠い児童・生徒やスクールバス通学からすると、自力登校、特に遠距離

通学をしている児童・生徒のほうが事故リスク等はあるかというふうに思います。か

といって、先ほどもありましたけど、学校が近いから、バス通学だから事故リスクは

ないということは言われないと、暗くなったりとか、そういった部分でリスク等はあ

ると考えております。 

 以前から町内小・中学校では自力登校を前提ということとしておりますけど、自力

登校を通して児童・生徒が心身ともに健全でたくましさを持つことに寄与している部

分があると考えております。このことは、今後成長をされていく上でとても大切なこ

とだろうと考えております。遠距離通学児童・生徒における自力登校、またそれに伴

う事故リスクの関係性は、非常に微妙な問題かなと、難しい問題かなと思っておりま

すが、今後も通学路安全点検において危険箇所を再認識したり、適切に処理すること

や警察署や交通安全指導員の方々による交通安全教室を開催してもらうことを通じま

して、児童・生徒自身が交通ルールを身につけてもらうことによって、事故リスクの

軽減を図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 端的にそしたら質問させてください。 

 登下校時の責任は誰が負うのでしょうか、よろしくお願いします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 登下校時の責任というのは保護者だと考えております。 
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 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 私もそう思っております。だからこそ、もちろんその自力登校の優位性というのは

私自身も感じるところではありますけども、だからといってそれを前提に学校という

か、登下校の要は環境整備はそこは一緒にするべきじゃないというふうに思っており

ます。あくまで保護者の責任として、要は登下校をさせるということであれば、危険

性を感じて送迎をするという保護者も尊重する必要があります。そう考えた場合は、

送迎をする車の動線とスクールバス、あとは自力登校する子どもたち、ここは必ず分

けて動線を作る形は必要性としてあるんじゃないかなというふうに思いますが、その

あたりについて、ここについて深掘りするとあれなので、今後白石新小学校が新設さ

れますので、先ほどの話ですね、白石中学校とこの新しい新小学校が特に密集するこ

とによって事故リスクも余計高まってくるというふうに予測されます。先ほど申し上

げましたこの動線を必ず分けて整備していくという観点からも、送迎場所の確保を前

提に周辺整備を行う必要性があるんじゃないかなというふうに思うんですが、町の考

え方をお願いいたします。 

 

○永石 敏新しい学校づくり課長 

 白石地域の新設小学校につきましては、これから具体的に検討を行ってまいります

が、小学校の位置が白石中学校の隣接となりますので、中学生の動線も含めて考えて

いかなければならないと思っております。 

 また、教育委員会、学校としましては自力登校を推進していく立場でもございます

が、小・中学校の現状を踏まえれば車による送迎のことも考慮しないわけにはいきま

せん。また、スクールバスの運行も行うことになります。通学路の検討に当たっては、

小・中学校を一体として捉え、児童・生徒の動線及び保護者送迎の車、スクールバス

の動線を考慮し、周辺の道路、学校の整備を行っていかなければならないと考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 考えていただけるということだったというふうで、少し安心しております。ただ、

いずれにしろ、先ほどのは答弁としては今後できる新白石小学校またはその中学校の

周辺整備という観点でしたので、ぜひ今進められております新有明小学校、この近辺

についてもこの考えを下にぜひ動線を分けていただくようにお願いします。よろしく

お願いします。 

 そしたら、最後の質問に移らせてください。もう４分ほどしかないので、端的に質

問をさせていただきます。 

 太陽光発電施設、要は事業用の太陽光パネルの設置に関する条例の是非について質

問させていただきたいというふうに思います。 

 昨今、いろんな形の災害等の発生の要因の中で、太陽光発電、この事業用の太陽光
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パネルの設置に対していろんな形の課題が見えているところであります。それを見越

して、県内でも様々な自治体がこの条例についての設置を行っておりますが、本町の

考え方をお願いいたします。 

 

○土井 一生活環境課長 

 太陽光発電設置、事業用に関してのというふうな御質問でございます。 

 令和６年７月末現在で、町内に事業用、20キロワット以上の設置数は今196施設ご

ざいます。太陽光の設置に関して条例制定をしている市町が、武雄市、鹿島市、嬉野

市、大町町の４市町でございまして、太陽光に限らず、風力発電とかバイオマス発電

も含めた再生可能エネルギーでの条例制定をしているのが伊万里市、現在５つの市町

が条例制定をいたしております。 

 議員御質問の太陽光発電に関して、環境に影響があるんじゃないかというふうなこ

とで、町の考え、どういうふうに考えているかというふうなことでございますが、こ

の太陽光発電に関しましては、平成24年７月に太陽光発電の再生エネルギーの固定買

取価格制度、いわゆるＦＩＴ制度といわれる制度が始まりまして、全国でいろんな普

及が進んでおります。その一方で、おっしゃられますとおり、工事に伴いまして土砂

の流出とか濁り水の発生、景観への影響、また反射光による生活環境への影響などが

全国で問題視されておりまして、大規模な太陽光発電に関しましては環境影響評価法

の対象となりまして、大規模なものについては国のほうがしっかりと管理を行います

が、小規模な発電事業につきましては市、町、自治体のほうでそれを少し制約すると

かというふうなことで条例制定をなされております。 

 本町のほうでも環境基本条例は制定いたしておりますが、この再生可能エネルギー

発電事業に関しまして詳しい内容までは網羅いたしておりませんので、今後他市町の

条例を検証させていただきまして、本町の状況や環境理念に沿った新たな条例または

要綱などの整備について前向きに検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○友田香将雄議員 

 前向きに考えていただけるとあったので、そちらについても安心をしております。 

 本町の事業用パネル設置者の方に関しては大きなトラブルもないってことで、大変

御理解いただいているということを聞いておりますので、そこは大変安心していると

ころではあるんですけども、これは県内外問わず、こういったところの太陽光パネル

のトラブルに関しては最近も出てきているところがありますので、そのあたりについ

ても町としてどういった形の条例だったり、制約をかけていくのかというのはぜひ議

論していただきたいと思いますし、またはこれは太陽光パネルだけではなくて、例え

ば外国からの絡みで土地の権利を取りに来られるというところも実際、県内でも相談

があってるところであります。いずれにしろ、本町の郷土がしっかりと安心・安全に

守られていく、この仕組みをこれからも作っていただきたいというふうに思い、私の

一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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○片渕栄二郎議長 

 これで友田議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時30分 休憩 

10時45分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。重富邦夫議員。 

 

○重富邦夫議員 

 おはようございます。重富でございます。 

 一般質問通告の許可をいただきましたので、早速一般質問に入らせていただきたい

と思います。 

 今回は、農業政策と米生産者育成についてということで通告をさせていただいてお

ります。数点にわたって質問がありますので、順次順序立てて質問していきたいとい

うふうに思っております。 

 最近、米の価格が高騰しているということで、昨年の猛暑による不作やインバウン

ドなどの影響というふうに報道されている状況でございます。七夕コシヒカリも昨年

より２割ほど高くなっており、生産者からすればうれしい限りでございます。また、

物価高騰が続く中、主食用の米価の高騰、これは逆に家庭の不安を招いているという

ふうにも報道されているところです。 

 では、現在の取引価格の動向とこの秋からの見通しをＪＡや流通関係者などからど

のように情報を得ているのか、まずはそこのところの答弁をお願いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 米の価格のことについての御質問でございます。 

 米の需給見通しにつきまして佐賀県農協の担当者などに確認をいたしました。令和

５年産米の作柄は、全国作況101となったものの、東北などを中心に品質低下となり、

物価高騰の影響による増加に伴い、在庫量が逼迫しているようです。 

 農林水産省の３月公表では、令和６年６月末、民間在庫に対し、令和６年産米が令

和５年産米、同水準の生産量とすると、前年と同じ水準を維持する見通しということ

で言われておりました。しかし、７月30日の農林水産省公表では、令和６年６月末、

民間在庫が大幅に減少するとされ、これは過去25年間で最も少ない在庫量ということ

で、改めて在庫逼迫の状況であるということが示されました。 

 この背景としてはいろいろ推測がされているようですけれども、令和５年７月から

令和６年６月まで、米の期間についてはこれで需要等の捕捉をされますけれども、こ

の実績については前年から11万トン多い702万トンということで、10年ぶりに前年を

上回ったということです。この背景には、訪日外国人の増加による外食需要があった

んではなかろうかということも言われておりますが、需要に対する在庫の割合は

22.2％ということになっております。これまで30％前後で推移をしてきておりますの
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で、近年から見れば低くなっております。これが価格上昇につながったのではないか

ということで言われております。 

 また、例年８月は新米の出荷を控えて米の在庫が少なくなり、加えてそうめんや冷

や麦などが多く売れる時期ということで、小売店では米の取扱いは少なくなりがちと

いうことでございます。そこに、南海トラフ地震注意報や各地で地震が相次いだ、そ

のための非常用の買いだめもあったんじゃないか、またスーパーなどで１人１点まで

の貼り紙があると私も買わなくちゃということで、これもまたさらにマスコミが報道

することで拍車をかけたのではないかということで言われております。農林水産省で

は、繰り返し在庫はあるはずということで大臣の会見等も行われておりますけれども、

新米の出荷が本格化する９月半ばまでには状況が落ち着くのではないかということで

言われております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 今の現状、逼迫したような状態は、様々背景にはあるということで、いろいろと臆

測自体も聞いたりもいたしますけれども、それはさておき、結局のところは現在の供

給が需要を上回っていた状況が生産者が減少して生産量が減り、現在ではその供給と

需要が一緒ぐらいのバランスじゃないかなというふうにも思っているところです。こ

ういった状況だと、これだけいろいろな災害だとか気候変動だとかがあっている状況

でございますので、一たびそういった状況だとか品質低下だとか不作になれば、すぐ

今のような状況に陥ると、こういった逼迫した状況になるわけでございます。米だけ

で見れば食料安保から遠ざかっているようにも感じておりますが、本町の主食用米の

現在の生産者数と作付面積の推移がどのようになっているのか教えていただきたいと

思います。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 本町の主食用米の生産者数と作付面積の推移について資料請求をいただいておりま

したので、御説明をいたします。 

 町内農家から営農計画書というものの提出を毎年していただいております。この中

から主食用米の生産者数と作付面積の推移を集計いたしました。生産者数につきまし

ては、令和元年が1,959人、令和５年が1,673人となっておりまして、５年間で約15％

の減となっています。作付面積につきましては、令和元年が3,090ヘクタール、令和

５年が2,894ヘクタールということで、約６％の減となっており、いずれも減少傾向

であります。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 約６％の減ということでございますけれども、今のようなこの現状から、近年では

ＷＣＳや飼料用米の作付が増えてきているような状況でございます。契約農家や畜産

農家には実に安定的でよいものだというふうに思います。逆にこれが拡大していけば、
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地区の共乾運営とか米の技術の衰退につながる懸念というものがありますけれども、

農業振興課はどのように考えられているのかお願いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 ＷＣＳ用稲、これは稲発酵粗飼料稲ということで、稲の子実が完熟する前に茎葉、

これともみを同時に収穫してロールにして乳酸発酵させたものということでございま

す。このＷＣＳ用稲につきましては、年々増加傾向にありまして、令和元年産が

230.52ヘクタール、これが令和５年産については514.52ヘクタールということで、倍

以上増えてるような状況になっております。これには、これまで米価のほうが安かっ

たということもかなり関係していると思われますけれども、国等から示された目安に

基づく転作目標は白石町のほうは十分に達成をしておるところです。111.7％いうこ

とで、いわゆる転作の深掘りというものが進んでいる一因となっております。 

 これに伴いまして、主食用米の作付が減少するということで、先ほど言われた栽培

技術の衰退や地区の共乾の利用率が低下すると運営に支障が出るということも懸念さ

れるところです。しかし、ＷＣＳ用稲につきましては、経営所得安定対策の戦略作物

助成のメニューとなっており、所定の申請に不備がなければ地域で制限をかけるとい

うことができません。改正食料・農業・農村基本法でも示されておりますけれども、

今後農産物の適正な価格形成について議論されていくものと期待をしておりまして、

主食用米に関しては安定した生産が継続できる価格設定にされることにより、一定の

作付面積を確保していくことが共乾運営、ひいては地域農業の維持へつながるものと

考えております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 確かに、先ほどの答弁のように戦略作物助成としては抜群のサイクルであるという

ふうに思います。米の作付よりもそんなに手もかからずに、病気に対するリスク回避

だとか、そういうことにもなるし、また最後は堆肥まで振ってくれるということです

から、圃場の治癒力増進にまでつながるわけでございまして、畜産農家も含めてこれ

はお互いによいメニューだなというふうには感じでおるところです。 

 そこで、少しこのＷＣＳについて質問をさせてください。 

 このＷＣＳの品質のよしあしの確認方法というものは一体どのように行われている

のかお願いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 ＷＣＳ用稲につきましては、青刈り、いわゆる早い時期に刈るということだったり、

茎葉のみの収穫は認められておりません。基本的には出穂、穂が出まして10日から

40日までの間に、その目安で刈取りをしてくださいということでお願いをしておりま

す。この期間を守っていただくということで、ＷＣＳ用稲の基準を満たしたもの、こ

れが適正な品質であると認識をしてます。最終的には、畜産農家等から実績報告書を

提出していただきまして、栽培記録票だったり、そのロール、この巻いたものを確認
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できる写真等を添付してもらって確認を行っているところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 ここの管理のやり方も、近年では昨年ですかね、この刈取り時期ですか、これは再

生協のほうで何かいろいろな協議をされて少し変わったような話を伺いましたけれど

も、このＷＣＳについてはある農家さんの方を見ておりますと、きちんと定められた

管理というものを行い、御高齢の方であっても、要はきちんと管理するためにその草

の抜き取りなんかも、暑い中でも自分の体にむち打って行いながら管理をされていら

っしゃるわけなんですけれども、また別の農家さんを見てみますと、管理不十分じゃ

ないかと言わざるを得ないような状態、そのような状態でもこれは等しく助成が出る

のかというような声をちらほら聞くようになってきたんですね。心情としては、それ

は通らないだろうというふうに私としては思っておりますけれども、こういったとこ

ろがどのように管理されているのか、中身をお聞かせください。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 ＷＣＳ用稲の作付につきましては、これは国の指導で厳重に指導されてるわけです

けれども、病虫害の発生、また雑草の繁茂ということがないように適切な肥培管理、

防除等を行うことと、また近隣圃場の作物の品質や収量に影響を及ぼさないこと、ま

た転売や不適正な流通をしないということを取り組み農業者に指導することとされて

おります。このことにつきましては、先ほども申されました白石町再生協議会、これ

は町だけではなくて佐賀県農業協同組合さんだったり、杵島農業振興センターなどの

町内の農業機関で構成をしておりますけれども、この白石町再生協議会で適切な生産

管理、適期収穫及び適切な流通等の指導を行っておるところです。 

 詳しく申し上げますと、毎年取り組み農業者に参加をしていただいて、説明会の開

催をしています。その後、取り組みの計画書を出していただいたり、植え付けた後に

は旗、これはＷＣＳを作っている圃場ですよということで旗をつけてもらって、これ

を再生協議会に入っている職員で全部圃場のほうを見て回ります。この結果、先ほど

申しました雑草の繁茂だったり管理不足の圃場があれば、耕作者に通知を行って、も

う少しきちんと管理をしてくださいよということでお願いしております。その後、ま

た期間を置いて再度現地確認をするというようなことを繰り返して管理を行っている

ところです。今のところ、特に畜産農家さんのほうから白石町内では苦情等はあって

いないような状況になっております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 今の答弁を聞いてますと、適切に幾度も指導を行って、畜産農家のほうからは苦情

が出るほどの状況でもないということでございますけれども、実際にそういう圃場を

見たり聞いたりすれば、このように現場のほうから不公平感を抱かれるような状況に

陥らないように、今後とも適切な管理、指導というものをお願いしたいというふうに
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思います。 

 日本における食料自給率は極めて低いけれども、その大半を米が占めているという

ふうに思います。全国的な米の生産農家の減少をどのように認識されているのか、答

弁願います。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 日本の令和５年度における食料自給率、これは食料の熱量、いわゆるカロリーベー

スということで、熱量で換算するカロリーベースでは38％ということになっておりま

す。その中で、米のみは100％自給できているというような状況でして、先ほど申さ

れましたけれども、食料全体、国民１人１日当たりの国産の供給熱量、国産でどれだ

け賄っているかと申しますと841キロカロリーと、このうちの米は478キロカロリーと

いうことで、約半分以上を米で占めているというような状況になっております。 

 農林水産業センサスによりますと、全国の米の生産農家数は2010年から2020年の

10年で約117万経営体から71万経営体ということで、約40％減少してます。米農家の

減少の要因は、農業者数の減少もありますが、個人の米消費量の減少と米の価格の低

下による収益の減少、減反政策による作物転換や廃業、少子・高齢化が進み、後継者

が確保できないことなどが要因ではないかということで考えておるところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 主食用米の生産減により、米の供給が逼迫し、米価が上昇するという今の現状、米

というものは既に自給率が低下をしているような状態、現状であって、国においては

麦、大豆、こういったところの推進をされております。価格が上昇するということは、

米農家の経営というものには非常によいと思われますが、高値は米離れが起きるとい

うふうに懸念されます。このことに対しましてどう考えられますか。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 現在、米が好まれているというところにつきましては、物価高ということでパンと

か麺類とかの値上げが相次いでるところで、消費者の節約志向を反映しているのでは

ないかということで思います。割安な食材ということで、米の需要が高まってきてい

るのではないかなと思います。ただ、このまま価格が上昇すれば、米を高いというこ

とで嫌煙をされて、その消費が落ち込むということではないかということで心配され

るところではないかと思います。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 確かに、高値になれば米離れというものは起きるという懸念が本当に拭えない状態

になるということですね。逆に、現在の米価の高騰の状態が一時的なものというふう

に考えるのならば、今後小規模農家は大規模農家と比べて経済的な余裕が少なく、価

格の変動や生産コストの上昇に対する耐性というものが低いわけでございます。これ
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により収益が安定せず、離農を余儀なくされるという状況に陥る。この状況をどう考

えられますか。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 先ほど議員申されましたけれども、農林水産省の農作物生産費統計というようなも

のがございます。その中で、水稲は作付規模が大きくなれば生産コストが減少する作

物、特に小規模農家においてはコストによる影響を大きく受けるということが示され

ております。 

 御存じのように、白石町には９つの農事組合法人と12の集落営農組合がありまして、

共同での農作業、また農業用機械購入によるコスト削減など、組織的な取り組みによ

って運営をされているところです。個々の農家では難しい多くの利点を得ることがで

き、小規模であっても継続的に農業を行える組織ということで運営をされているとこ

ろです。しかし、現状につきましては、この組織においても高齢化等の理由で離農さ

れる人が多く、構成員の減少が進んでいるということで、大変各組織とも悩まれてい

る、いろんな取り組みをされているような状況になっております。 

 今年改正されました食料・農業・農村基本法では、農業資材の著しい価格変動時に

影響緩和策を講じるようにということが定められております。農地の維持に向けて、

担い手以外の多様な農業者ということで、役割を位置づけるということにされており

ます。この多様な農業者ということにつきましては、兼業農家だったり企業だったり、

これまでの担い手からトーンが変わったような感じになっておりますけれども、今後

兼業農家についても何らかの対策が打ち出されるのではないかということで期待をし

ているところです。また、米の生産農家の減少を食い止めるためには、米の価格が安

定して収益を確保できることが重要であると考えていますので、改正食料・農業・農

村基本法の具体的な運用方法を注視していきたいということで思っております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 確かに、大きな要因としては米の消費減や価格の問題、これまで取ってきた減反政

策の影響等で収益確保の面から継続が怪しいというような状況、これまでは農業者数

の減少を大規模化で補い、耕作面積を維持してきた白石町でございます。外国や北海

道と違って、大規模化にも限界があり、先ほどの答弁の中にもありましたけれども、

多様な農業者をいかにして支えていくのかというのが今後の町の農業振興の鍵になる

ということは言うまでもないと思います。ベストな運用方法を模索しながら、農業振

興に努めていただきたいというふうに思います。 

 それで、佐賀園芸888運動により、収益性の高い園芸作物へ転換を推進されて、ま

た国においても畑地化促進事業を推進されておられます。本町は、安定的な水稲の用

水確保のために、嘉瀬川ダムや各種水利事業にも投資をしてこられております。近年

の猛暑でも水不足を免れてきたと十分考えられます。この安定的な水利を生かしてい

くためにも、米生産者の育成が必要ではないかと、また水田の畑地化推進事業に取り

組みへの考え方についてということで、通告しております。 
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 まず、嘉瀬川ダムの支払いはどうなっているのか、町の負担だとか農家の負担の詳

細、こういったところをお知らせいただければと思います。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 嘉瀬川ダム建設、また水利事業で白石町のほうにも水をいただいておりますけれど

も、建設に係る負担金、これは国営の筑後川下流土地改良事業ということで町の負担

金は発生しておりますけれども、これにつきましては過去に繰上償還をされておると

ころです。その後の白石町に水を引くための維持管理費等については、今も負担を町

でも行っているところです。 

 一方、農家の方につきましては、この償還金ということで土地改良区費の経常賦課

金、また国営事業の償還金ということで、農地の耕作者が支払いをされているようで

す。離農をされた場合には、農地の所有者が支払うことになるということですので、

安定的な用水確保のためにも農地が耕作されていくことが重要です。米生産者の育成

については、米の価格が上がり、ある程度の収益を確保できることが一番だと考えて

いるところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 小規模でも農業経営、また農地の維持、作付、そういったものが継続されていくと

いうことが、こういったところの安定にもつながっていくということでございます。 

 米生産者の育成についてでございますけれども、これはどのように考えるのか、詳

しくお願いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 改正食料・農業・農村基本法ですけれども、こちらのほうでは農作物の価格に食料

の持続的な供給に必要な合理的な費用、これが考慮されるようにということで提供さ

れているところでございます。現在、農林水産省はコストの実態調査を進めていると

いうことになっておりまして、今後具体的な運用方法が示されていくため、どのよう

にコストが反映されるのかということを期待をしているところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 確かに、価格が全てだろうというふうには感じているところでもございます。 

 では、水田の畑地化促進への取り組み、ここに対してどう考えられているのかお願

いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 水田の畑地化促進のことにつきましては、国のほうでは畑地化促進事業というもの

を推進をされておりまして、水田を畑地化して畑作物の定着等に取り組む農業者を支

援するということが行われております。水田活用の直接支払交付金ということがござ
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いますけれども、この交付対象水田につきましては昨年からいろんな問題がありまし

たけれども、５年水張りルールということでルールとして具体化をされたところです。

水張りにつきましては、水稲の作付をするということが基本的なことなんですけれど

も、湛水管理、水をためるということを５年に１回、１箇月以上行うということで条

件をクリアできることとなっております。そもそも、水田でない農地に対して交付金

を支払うのはどうかというようなことがこの背景にあったところでございます。 

 国、県においては畑地化の推進をしているところです。町としましては、園芸施設

だったり湛水管理が難しい農地以外については、できるだけ水張りをしてくださいと

いうことを農家の方に説明をしておりまして、水田としての機能を維持するというこ

とを推進していきたいと思っております。また、この水張りをすることで交付金のほ

うも受けられるということも説明をしておるところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 国が推進しているものの、我が町の農地、農村維持のための農業形態といいますか、

そういった部分でも水田の維持というものは本当に必要なことですので、今後とも水

田としての機能を維持していただくように推進願いたいというふうに思います。 

 これまで質問を幾つかしてきたわけなんですけれども、この質問を経て町長にお伺

いをいたしますけれども、全ての作付は個々の農家の皆様の経営の範疇であると。例

えば、ＷＣＳに関して言えば、今の現状がいけないというか、その作付農家、畜産農

家、こういった方々の目線からいけば全然結構なことだというふうに思ってますけれ

ども、これがやみくもに増えていって、先ほども質問の中にも言いましたけれども、

共乾運営とか、こういった部分に支障が出てしまっては実際農業経営にも影響を及ぼ

し、連鎖的に農村維持ということにも影響が出るということで、不安が残るところで

す。 

 行政側から制限をかけるということはできないということで、民間側にこれは適切

なバランスを取っていただけかなければならないというふうに思っておりますが、農

村自治体として運営していくためには、農業経営は主力と言えるほど影響が大きいわ

けでございます。行政としてできることはどこまでだというふうに考えられるのか、

その答えをお願いいたします。 

 

○田島健一町長 

 重富議員からの御質問にお答えしたいというふうに思います。 

 先ほど来、課長からも食料・農業・農村基本法についての説明があったところでご

ざいます。農政の憲法と言えるこの食料・農業・農村基本法が改正をされたことから、

国においてはこれに基づく基本計画について食料・農業・農村政策審議会での審議が

始まったところでございます。私も縁あってこの審議会の委員を仰せつかっておりま

して、先日８月29日に第１回目の会議、オンラインでございましたけども、参加をい

たしました。特に、今回の改正において食料安全保障も、もう一つ議員からおっしゃ

いました畜産の飼料等も含まれるわけでございますけども、そういった観点から、今
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後合理的な価格形成について実効性のある議論をお願いする旨の発言を私からもさせ

ていただいたところでございます。 

 我々行政にできることということでございますけれども、白石町が将来にわたって

各種農作物の産地としての責任を果たし、町内農家、それぞれの農業経営を発展させ、

さらに安心して後継者に継承できるようにすることはもちろんのことでございますけ

ども、農業、農村の現状を訴え、国の施策はよりよいものになるようにすることも重

要だというふうに思っております。そういったことから、今後も審議会の中でもしっ

かりと発言してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 審議会の委員ということで、第１回目の会議に参加されたということで、これは今

後も定期的に行われていくんであろうというふうにも思いますが、非常にこの審議会

の会議の内容というものが今後の農村を大きく左右するような内容を恐らくは協議さ

れてるんだろうというふうに思ってますが、本当に重い会議だなというふうには感じ

ておりますので、今後ともこの部分では御尽力をいただきたいというふうに思い、何

よりも農村、農業の発展につながるような施策になることを期待をいたしたいという

ふうに思います。 

 この農業に関してですが、様々な国のメニューがあり、対応も多岐にわたるような

状況ですね。各農家、また組織する組合、行政の役割分担など、おのおのの役割を農

家も含め、共通認識としてこれは持っているのか、改めて確認すべきではというふう

に感じているところなんですが、担当課、どのようにお考えになりますか。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 行政の役割分担ということでございますけれども、米、麦、大豆等、農業経営に関

しての事業につきましては、白石町再生協議会と先ほども申しますけれども、こちら

のほうで管理をしているところです。この協議会の構成につきましては、先ほども申

し上げましたけれども、県、ＪＡ佐賀県農協共済組合、土地改良区、農業委員会、町

ということになっておりまして、おのおのの立場に応じた役割を担っていただいてい

るところです。 

 大まかに町内農業関係機関の役割分担としましては、営農に関する技術指導だった

り、経営指導に関しましては、ＪＡだったり杵島農業振興センター、これは県の機関

ですね、災害に関しての相談や事務に関しては共済組合、農業関連施設や水利に関し

ては土地改良区といった形で成り立っておるところでございます。また、町が事務局

として白石町農業技術連絡協議会という組織もございます。こちらの構成については、

先ほどの白石町農業再生協議会とあまり変わりませんけれども、各構成機関における

農業に関する問題点、またその対策について各機関の知恵を持ち寄って情報交換をし

ながら活動を行っているところです。 

 近年、農業行政につきましては複雑化を極めておりまして、多種多様な課題がある

ところです。議員言われるとおり、関係機関同士緊密な連携の下、業務に当たってい
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きたいと考えているところです。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 今言ったところの中で、そういった組織の中で業務、どういったことをやってるの

かということを改めて確認することによって、また共通認識というものが取れていれ

ば無駄が省け、業務の効率化につながるというふうにも思いますので、スマートな連

携が取れることを願いたいというふうに思います。 

 町の水田の有効活用と米生産農家の収益確保のため、米の二毛作ができる環境を試

験的にも始められるよう国や関係機関へ働きかけることはできないのかということを

質問挙げておりますが、答弁をお願いいたしたいと思います。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 米の二期作ということでよろしいですかね。（「あっ、はい」と呼ぶ者あり）米の

二期作につきましては、県の機関であります杵島農業振興センターのほうに確認をい

たしました。 

 年々温暖化が進んでおりますけれども、温暖な気候であれば可能だということであ

りましたけれども、今ある品種では対応は難しいという回答がございました。例えば、

早場米である七夕コシヒカリの後に遅い品種を作付したとしても、思ったような生育

が望めないのではないかということでございました。 

 国内の事例としましては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、通

称農研機構と申しておりますけれども、こちらのほうでは多収品種、収穫量が多い品

種、にじのきらめきということで、こちらを収穫後の切り株から発生するひこばえ、

これを栽培、収穫する再生二期作の試験を実施されているということです。生育期間

を通じた用水の確保、また収量の増加に伴う地力の低下が予想されるということで、

まだまだ課題も多いということでございます。引き続き実証実験を行っていくという

ことをされているようです。 

 改正食料・農業・農村基本法では、国内で食料が不足する有事への対応も拡充され

ているところでございます。食料供給困難事態対策法も併せて成立されておりますの

で、今後具体的な対処方針などが明確化される模様です。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 この二期作に対しましては、もう何十年か前に溝口議員さんのほうが実際実証され

ているということで話を伺ったところでございまして、高刈りをして、それをそのま

まにしておくと、これはまた植えるということではなくて、その状態で米ができたよ

ということで、ただ収量的には全体として1.5ぐらいと申されましたかね。じゃあ、

できるんだと、品質そのものは調べてみないと分からないところもあるんだろうと思

いますけれども、今注目を集めているといいますか、そういった形でも一つの方法と

して考えてみるべき事項なのかなというふうにも思います。今、答弁の中では、研究
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開発だとか、国の対処方針、こういったことを見守りながら失敗しないような形で注

視をしていくということが大切なのかなというふうにも思っておりますので、一つの

方法として頭の中に入れていただければというふうにも考えております。 

 米の作付が減れば、米生産のノウハウというものがどうしても薄れてくるわけでご

ざいます。機械が更新されず、いきなり作ってくれと言われても、なかなか体制が取

れないわけです。食料安保の観点からは、正直なところ、継続的な作付というのが最

大の安全保障というふうに考えます。この備えのための考え方をどのようにお考えに

なるのかお願いいたします。 

 

○吉村 浩農業振興課長 

 継続的な作付ということでございますけれども、時々農業振興課からもお知らせを

しておりますけれども、今年は全国の市町村で地域計画を策定するというような年に

なっております。実際に図面を広げて、地域の農業者が頭を突き合わせて、ああでも

ない、こうでもないということで、離農地をどうしようかということで、今後の地域

農業を守っていく、作付を維持していくというような話合いを今も重ねておるところ

です。そのような中でも、先ほど申しましたとおり、今後の作付をどうしようかとい

うのが一番課題になってきます。そのためのところが一番問題になろうかとは思って

おりますけれども、米の生産農家の確保が一番重要ということで考えているところで

す。ただ、新規参入で米の生産農家になるというのは、園芸作物とはまた違って設備

投資が莫大ということで、かなり費用が多くてハードルが高くなっております。 

 白石町にはたくさんの米の生産農家がいらっしゃいます。親元での就農者を確保す

るのが一番効果があるのではないかなということで思っておるところです。そのため

には、農業を魅力的な職業として意識してもらうこと、白石町がずっと住みたい町と

考えてもらうよう努力していきたいと考えております。先ほど、兼業農家だったり親

元就農ということで、これまで担い手農家中心の農政であったんですけれども、今後

はこういうところにもいろんな対策が必要ではないかなということも考えてるところ

です。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 まさに私もそのように思うところでございます。いかに楽しいのか、楽しく仕事が

できるのか、いかに生活が安定するのか、この実感を得ることこそ、こういった農政、

農業というのは継続されていき、住みたい町というのにつながるんだろうというふう

にも思います。町としては、そこをどうしていくのかということに役割を持っている

と思うので、合理的な価格形成のことも含め、今後も努力をいただきたいというふう

に思います。 

 続きまして、米の価格高騰は食べ盛りを抱える子育て世帯の家計へ大きな影響を与

えると考えるが、学校給食用の米の仕入価格の動向と給食費への影響などについての

質問でございますが、現在の契約状況というものをお知らせください。 

 



- 29 - 

○久原正好学校教育課長 

 現在の米の契約状況というところでお答えをいたします。 

 現在、学校給食センターで使用している主食用の米につきましては、佐賀県農業協

同組合と毎年10月末に年間契約を行っている状況でございます。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 10月末というふうなことでございますので、では今年の価格がどのような形で推移

をしていく、契約になるのかというのはまだ見通せないのでしょうか。それとも、あ

る程度の価格高騰というものが見込まれる中で、そのような高値での契約になるのか、

そのあたりの予測といいますか、考え方をお願いいたします。 

 

○久原正好学校教育課長 

 予測といいますか、そういったところでございます。 

 給食費の部分につきましては、学校給食運営委員会で決定しているところでござい

ます。今後、食材の価格の動向を考慮しながら、学校給食運営委員会で同じく協議検

討がなされていくと考えております。 

 また、一部で米が品薄な状況の中で、今後の米の価格が上昇するということになれ

ば、生産者は喜ばしいことと考えておりますけど、消費者につきましては負担が増え

るというところで、相反する部分だと思っておりますが、米の価格が高騰したとき、

学校給食費を据え置いたままで現在の品質を保ちながら学校給食を提供できるかどう

かが心配されるところでございます。 

 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 価格高騰となれば、その心配をされる、微妙な答弁ですよね。上がるのか、そのま

ま据え置くのかというのがまだはっきり見えないというような状況でございますが、

今の状況で深掘りしても何らいい答弁は返ってこないというふうに思いますので、別

の視点で。 

 米にも１等、２等と品質のランクがあるわけでございますが、それで価格自体も違

ってくるわけでございます。学校給食としては、この価格と品質、どちらを選ぶのか

という答弁をいただきたいと思います。 

 

○久原正好学校教育課長 

 価格を選ぶのか、品質を選ぶのかという部分でございます。 

 米の価格は、先ほども申し上げたとおり、本年の10月にまた農協のほうと契約する

ということになろうかと思います。本年産の作柄や収量、民間在庫の状況などによっ

て契約金額が決定するものと考えてます。もし、米価が上がった場合、現在の品質や

提供する量について確保を優先するということで、年間契約を行いたいと考えており

ます。 
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 以上です。 

 

○重富邦夫議員 

 要は、子どもたちが食べるものの品質を優先するということですね。ただ、今現在

給食費の材料高騰の部分で、今年度据え置いたという経緯自体、現状もあるわけです

ね。これからそれがどうなるのかというところが決定していかなければならないよう

な状態であります。でき得る限り家庭に優しいような判断をしていただければという

ふうには個人的には思ってますが、町の財政の運営とかもありますので、深く協議を

していただければというふうにも思います。農家と先ほどありましたけれども、要は

売る側と買う側、農家と非農家では米に対する危機感とか、そういったものの目線が

違うわけでございますので、そういったところも結局は間に挟まれるということで、

よりよい議論になっていくということを期待いたします。 

 この農業振興ということについてなんですが、今おられる皆様方はもう間違いなく

そうだと思いますが、小さい頃から要は農村に生まれ、農村で育ってきたわけですの

で、いつの間にか農村、農業のことを身にしみて分かっていらっしゃる方々ばかりで

ございます。そういうふうに認識しておりますけれども、今後何かだんだんとそうい

ったところがなくなってきてるんじゃないかというような心配もありまして、例えば

農業振興、農業を全く知らない方が業務をやるのと、そういう昔ながらの流れだとか

農業に対する目線、こういったところがより詳しく分かっている方とでは、何となく

仕事のやり方とか、こういったものが若干変化が起きてくるんではないのかなという

ふうに心配をしているところです。 

 いろいろ異動とか、こういうところもありますので、この職員の皆さんを例えば採

用するに当たって、今は３人の方ですか、５人の方ですかね、面接官がいらっしゃる

というふうに聞き及んでおりますが、そこでどういう方を採用するのか、一人一人が

その権限を持っているらしいんですが、質問でありませんので心配せずに。 

 例えば、そういう中で、ふるさと納税の使い方でも町長にお任せというものがある

じゃないですか。あれは結局、町長の目線でこれだというふうに思ったのに使うとい

うことでしょ、結局は。もういろいろな理由、理屈抜きにして。それは必要だと思う

んですよ。面接のときにも副町長にお任せ、１票みたいなの、そういうシステムが一

つあってもいいと思うんですよ。何となく、採用するときなんか、面接なんか、もう

バッチリ仕上げてくるから、何が正しいのかというのがどれだけ判断できるのかとい

うふうに、自分が面接官になったとして考えたときに非常に難しいんですよ。ですの

で、そういう１つの１票ですか、選択肢というのも私はあってもいいんじゃないかな

というふうにも思っておりますが、この採用のやり方など、この白石町の将来農業を

見据えたやり方というものに近づけてといいますか、そういう失敗しないようなやり

方で頑張っていただきたいというふうなことを思いまして、私からの一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで重富議員の一般質問を終わります。 
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 暫時休憩します。 

11時40分 休憩 

13時15分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。岸川信義議員。 

 

○岸川信義議員 

 議員番号２番、岸川信義。 

 発言の許可がありましたので、ただいまから大項目１番、どうする人口減少対策、

人生100年！！シニアカーの普及と補助について。大項目２番、合併20周年、どうす

る大雨のとき！！について質問いたします。 

 なお、ケーブルテレビやＳＮＳの視聴者に分かりやすいよう、資料としてパネル２

枚、説明資料２枚を使用いたします。 

 それでは、大項目１番、どうする人口減少対策、人生100年！！シニアカーの普及

と補助について質問しますが、まずパネルの説明をいたします。 

 私たち日本人の寿命は、女性87歳、男性81歳と世界でも名高い長寿国です。しかし、

健康寿命は女性75歳、男性72歳であり、その間約10年の介護されるであろう期間をで

きるだけ短くすることが今求められています。健康寿命を延ばすキーワードはいろい

ろあると思いますが、このパネルでは家から出かけて人と出会い、おしゃべりし、笑

い、時には買物することを思い、描きました。行き先については書いておりません。

皆さんに自分が10年後、20年後に訪れる年老いた自分を想定されて行き先を書いても

らいたいと思います。 

 それでは、質問いたします。 

 白石町が抱えている問題はいろいろとあるでしょうが、特に人口減少問題は喫緊の

課題です。特に、2024年９月現在の白石町の人口は２万1,000人台になりました。新

聞でも報じられましたように、2050年には１万人台の予測もあって、大変町民は心配

しています。この予測が当たれば、白石町予算額の３分の２を占める国や県からの交

付金が減ることは明白です。これは早く対策して防がなければなりませんが、現在行

われている人口減少対策の取り組みについて答弁お願いします。 

 

○山口裕一総合戦略課長 

 先ほど議員が申し上げられましたとおり、白石町の人口は減少傾向でございます。

社人研発表の2050年白石町人口推計は１万2,558人、人口に対します65歳以上の人数

でございます高齢化率、これが49.4％という超高齢化社会を迎えると予測されていま

す。本町といたしましては、この減少予測を少しでも鈍化させるために、住宅取得支

援をはじめとする移住・定住推進施策や子育て支援施策あるいは婚活施策等、様々な

施策を試行錯誤しながら進めているところでございます。 

 昨年度の転入出状況、社会増減につきましては、10代、20代は進学や就職の影響も

ございます。依然として転出傾向にございますけれども、その他の世代のほとんどで
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転入超過、社会増に転じている状況が見てとれますので、人口減少対策の効果が徐々

に現れてきていると思っております。今後につきましても、移住・定住施策等により

ます出生数増加につながるような施策を強化いたしまして、人口減少対策を加速して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○小野 勉長寿社会課長 

 長寿社会課からは、高齢者の元気で長生きのための施策について答弁をさせていた

だきます。 

 本町の高齢者福祉計画では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせ

るまちづくりを基本理念としております。住み慣れた地域で生きがいづくりの場とし

て、地域の皆さん自らが運営されております健康体操サロンに町として支援をしてお

ります。このサロンにつきましては、町内30箇所、約500人もの方々が介護予防活動

に頑張られておられます。このほかにも、地域の通いの場、サロンとして約300人の

方が活動をされております。 

 介護予防の面では、ロコモティブシンドロームと認知症予防を目的とした元気ロコ

モ予防教室、買物支援と介護予防を一体的に行う元気が出る学校、これらの実施、あ

と地域、老人会への介護予防の出前講座などを実施しております。高齢者の加齢や疾

病による身体機能や認知機能の低下など、その状態に応じた効果的な介護予防事業を

提供し、元気で長生きできるように町として取り組んでおります。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 先ほど答弁にありましたように、総合戦略課では人口を増やす、いわゆる出生率を

上げるという努力をされてると、長寿社会課においては、人口を減らさないように努

めているということを伺いまして、またほかの関係する課でもいろいろなことで協力

があっていると思います。 

 私は、特に自分がさっきありましたように福吉出身で、福吉では木曜おしゃべりサ

ロンというところに事務局員として活動しているところなんですけれども、長生きを

してもらおうということに力を入れています。高齢者が長生きするためには、毎日の

生活ができるように行動することが必要なんですけれども、私も含めて高齢者の交通

事故が多くなっているという現実から考えると、いつかは免許証を返さんばいかんや

ろうと思ってます。こりゃしょうがなかかなと、よく自分も思っています。そうなり

ますと、公共交通の乏しい白石町で免許ば返納したときに動きが当然狭まりますけれ

ども、そういうことも考えながらこれから生活していかんばいかんかなと思っていま

す。さきに資料請求をしてましたので、免許証返納者の数値を表してください。 

 

○中村政文総務課長 

 自動車運転免許証自主返納者数の推移につきまして、資料請求があっておりました

ので、総務課のほうから説明をさせていただきます。 
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 資料は、平成30年度から令和５年度までの白石町在住の方の運転免許証の自主返納

の状況をお示ししたものでございます。平成30年度は自主返納者99人、令和元年度で

は返納者133人、令和２年度では128人、令和３年度では99人、令和４年度では91人、

令和５年度では返納者92人となっております。 

 平成29年３月の改正道路交通法の施行によりまして、75歳以上の高齢ドライバーに

対する免許更新時の検査や講習の強化であるとか、高齢者が起こした人身事故等が報

道等で大きく取り上げられるなど、対象となった高齢者を中心に免許証の返納は増加

の傾向であったと思われます。一方、返納件数が減少をし始めた令和２年度からは、

新型コロナウイルス禍によります高齢者の外出機会が減って、返納のきっかけやその

動機づけ等が減少したことによりまして返納件数が減少し、今年度以降も同じ水準で

推移するのではないかというふうに思われます。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 免許証を返納するというと、相当運転される方は勇気の要ることです。返納をされ

るという中にも、自主的にもう危なかけん返納するという人もおんさと思います。ま

た、逆に一方、家族からもう返納してくれんねって、お父さんこの頃動きのおかしか

よというような場合もあると思うわけですよね。その中で返納されるわけなんですけ

れども、できれば私も自分がどうなるかというとを考えた中で、何歳が適当なのかと

いうと実は答えが分からないというところもありますが、私がこれから要望するシニ

アカーの運転のことば考えたら、早めに返納するか、返納は遅れてもよかばってん、

シニアカーの練習ばしとくかとか、そういうことを考えることもできると思います。

とにかく、免許の返納者が１年間に町内で90人以上いらっしゃるという現実は直視し

ていって、行政でも当然考えておられると思いますけど、対策をしていかんばいかん

かなと思っています。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 先ほども言いましたように、運転免許証を返納した場合は今まで車やバイクで行っ

ていたところに行けなくなります。自分から動いて人と会うことが健康寿命を延ばす、

認知症予防や元気で長生きできる一つのコツだと私は思いますので、少しでも動ける

ようにできる１つのアイテムとしてシニアカーに注目しました。 

 資料を出していますので、タブレットを御覧ください。 

 シニアカーの特徴、長所としまして、免許証が要らない。当然免許返納の後のこと

もあります。それから、歩道を通行できる。電気で動く、給油所に行かなくていいと。

車検は今のところありません。 

 短所としましては、購入費用がかかる。リース料がかかるということで、購入費用

に関しましては、この頃ものすごく性能が上がって値段が上がっています。いろいろ

な機械があるけん、一概には言えませんけど、42万円ぐらい前後、それからリース料

としては月7,000円前後かかるそうです。 

 また、次の資料２を出してもらっていいですか。 

 シニアカーの使用については、どがんとに使うとですかということで、私の福吉の
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木曜おしゃべりサロンの人が１人使ってるという人と、もう一つは私の友達、後輩の

お母さんが使ってるということで聞きました。２名ですので、参考程度に聞いてもら

っていいと思います。１番は、友達の家に行くよと、シニアカー使いますよというこ

とです。２番目が、公民館、いわゆるサロンに週１回あっていますので、使っていま

すということです。あと、お墓参り、月命日には行かんばいかんもんねとか、そうい

う話です。買物、併せて農協に行ってきますよとか、銀行に行きますという話です。

それから、月に１回病院に薬をもらいに行ってますとか、ほかにもいろいろちょっと

離れたところに畑のあるけんが大根ば取りに行きますと、そういう話でありました。 

 いろいろ先ほども動機づけという話が出てましたけれども、こういう新しいシステ

ムを使う場合には、動機づけとして補助というのが非常に、補助のあるけん買うてみ

ようかとか、借りてみっかとか、そういうとこも考えられますので、県内のシニアカ

ーの補助に対するところを表してもらっていいでしょうか。 

 

○小野 勉長寿社会課長 

 先ほど議員のほうから長所、短所を述べていただきました。 

 まず、うちとしましては、長所の部分、免許証が要らないとか、歩道を通行できる

とか、そういった面を長所として捉えております。近距離の便利な移動手段として捉

えることができると思っております。 

 ただ、短所としまして、こちらとしましては、交通事故が最も懸念されると考えて

おります。幾らか列記させていただきますけども、速度が６キロ以下となるので横断

歩道、踏切の横断に時間がかかるとか、あと重量が100キロ近くになりますので、自

力での待避が困難と、あと操作ミスで重大事故につながる可能性があると、そういっ

たところを懸念しております。 

 資料請求がございましたので、資料について引き続き御説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、県内20市町の状況を調査したものです。シニアカー、イコー

ル、ハンドル型電動車椅子を想定して、介護保険制度、障害者総合支援制度以外で市

町で独自で行われている補助制度について調査をしております。 

 調査の結果、県内では基山町と玄海町が補助制度を設けられております。基山町に

つきましては、65歳以上の高齢者で運転経歴証明書の交付を受けた日から５年以内の

方を対象に５万円を限度として補助が行われています。なお、運転免許証を所持した

ことない方は対象外ということになっております。玄海町につきましては、65歳以上

の方、介護保険とか障害者総合支援制度の対象者を除くということになりますが、

65歳以上の方を対象に５万円を限度として補助が行われているということで、今のと

ころこの２町のみで、ほかの市町では独自の補助は行われていないという状況になっ

ております。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 長寿社会課の課長の答弁の中に事故を心配されてるということがあってます。当然、

事故を心配するという気持ちは私も分かりますけれども、実はシニア自動車の事故を
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踏まえて、製作している会社も事故防止に対応しています。このことによって、実は

従来よりも10万円ぐらい上がったですもんねと、物価高の影響もあったと思いますけ

れども、相当事故対応がでけてます。例を申しますと、坂道、上りと下りとあるんで

すけど、特に下りが危なかって、前事故があったとこも下りやったんですけれども、

そういうところのブザーが鳴ったりとか、抑止効果ができるように、ものすごくその

辺の対応ができていますので、その辺ももう一度検討なさって、こういう新しい事業

についてはしようと思う方向で見るのか、いやそれはでけんばいと思う方向で見るの

か、それによってものすごく変わってくると思うんですよ。その辺のことを踏まえて、

現在考えていないということでありますので、将来的に考えてもらって、白石町のこ

の高齢化対策の一つとして捉えることもできるんじゃないかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、引き続き次の質問に入ります。 

 大項目２番、合併20周年、どうする大雨のとき！！ 

 まず、パネルの説明をいたします。 

 これは白石町の地図です。このパネルでは、大雨が降った場合の水の流れに沿いま

して、杵島山が上で有明海は下になります。また、北の六角川と南の塩田川に挟まれ

ていて、白石町の面積は約100キロ平米あります。この中に、只江川をはじめとして

９本の幹線水路や約90本の地沈水路、それから数え切れないほどのクリークがありま

す。これがもう本当に網の目のようにしているのが白石町の平野です。もともと干潟

ですので、当然もうこの平野自体に起伏がいっぱいあります。 

 それでは、質問いたします。 

 大型でのろのろ台風10号は、当初の進路予想を大きく変えて九州に上陸し、日本列

島を縦断しました。台風の進路については、現在の気象技術を持っても、速度が遅い

場合はなかなか難しいということが分かりました。ところで、台風が通過する前の７

月、８月の夏場の気温は30度以上の真夏日や35度以上の猛暑日が多く、役場から熱中

症アラート放送は７月には11回、８月には19回もあって、とても暑い夏ということを

も毎日誰でも言っています。今日も、９月になってましたけど、37度の白石町の気温

予想があっております。また、昨日は関東で１時間に100ミリを超える雨が降ったと

ころも放送されていました。 

 このテレビや新聞等の放送であってますように、今年の大雨の傾向は関東以北で発

生しているようです。ただし、空の状態は計り知れなく、白石町役場の内水対策プロ

ジェクトチームにおかれましては、夏場はいつも大雨排水対策を考慮しておられたと

思います。気が気じゃなかったんじゃないかと思っています。それでは、今年の内水

対策はいかがであったのか、結果について答弁お願いします。 

 

○中村政文総務課長 

 令和６年の大雨の対応はどうであったのかという御質問でございます。 

 今年度発生をいたしました大雨対応等の現在までの実績のほうを御報告いたします。 

 今年度、大雨によります事前警戒も含めまして町が行いました防災対応としまして

は、４月３日、６月22日、６月27日、７月１日、７月14日、８月28日の事前警戒まで
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を含めた６回というふうになっております。そのうち、６月27日、７月１日、７月

14日の大雨につきましては大雨警報等の発表もなされ、また先月８月28日の台風10号

の接近時においても気象警報が発表されましたことから、町としましては災害対策連

絡室を設置して対処を取り、災害対応を行ったところでございます。また、大雨前の

事前対応としましては、今年度６回、防災行政無線等を使用してクリークの事前排水

の放送を行っております。 

 ここで、先日の台風10号接近時の状況を報告いたしますと、先月の台風10号接近時

には、接近前の８月29日朝７時15分に町内全域に避難情報を発令し、これはレベル３

の高齢者等避難でございます。そして、同日の８時30分に町内３箇所におきまして指

定避難所の開設を行い、避難の誘導を行ったところでございます。避難の状況につき

ましては、８月29日の15時が最も多くて、153世帯の217人が避難をなされました。事

前排水の効果もございまして、町内の冠水、浸水被害はありませんでしたけれども、

強風によります農業用施設の一部被害が確認をされているところです。 

 今回の台風10号接近のように、現在台風シーズンでもあることから、まだまだ大雨

等による災害、被害がないとは言えませんが、台風10号までの一部農業用施設の被害

を除きましては大きな被害等の発生はあっておりません。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 それでは、現在の課題等について答弁をお願いいたします。 

 

○鶴田浩紀建設課長 

 令和６年度の大雨対策等から建設課として見えてきた課題については、円滑な排水

のための樋管管理がございます。樋管施設は、六角川、塩田川の河川樋管から有明海

の樋管等、白石町には数多くの樋管があり、日中の排水はもとより、事前排水や大雨

時の排水に重要な施設があります。この樋管施設の維持管理については、大雨対策時

に支障を来すことがないように日常的に排水を行っていただき、樋管外側のガタ土の

堆積が進まないよう対応をお願いしています。 

 しかしながら、近年は秋から冬にかけて少雨傾向にあり、排水量も少ないため、ガ

タ土がつきやすい状況が発生しておりますので、樋管の排水機能を損なわないように

管理に対して注意を要しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉村大樹農村整備課長 

 引き続き、大雨時の課題について御答弁いたします。 

 今年度も町からの依頼の際には、多くの水路で事前排水に取り組んでいただきまし

た。事前排水の取り組み当初と比較しましても、干潮に合わせた速やかなゲート操作

により、ほとんどの水路でスムーズな排水が行われております。しかしながら、箇所

によりましてはゲートの上下流で段差があるなど、地域間での事前排水の取り組み状

況に調整が必要な箇所が見受けられたところでございます。 



- 37 - 

 地域の農作物の作付状況など、排水調整が難しい路線もあるかとは思うところでご

ざいますが、今後においてもそのような水路につきましては、直接地域の排水関係者

を訪問いたしましてお願いするなどの対応を行い、思い切った事前排水の御協力をお

願いしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 先ほどの話を聞いて、非常に担当課でこの事前排水の強化に取り組んでもらってい

るということは非常に感じます。 

 それでは、次の質問に入ります。町長に伺います。 

 2004年、平成16年に白石町、福富町、有明町の３町は白石町は一つをスローガンに

掲げて合併し、20年を迎えることになりました。大変喜ばしいことです。経済では、

道の駅しろいしの繁盛ぶりや時代に合わせたやり方で売上げが伸びているふるさと納

税などと、順調で評価できるところです。教育では、中学校の統合、学校給食の一本

化、福富中学校体育館を利用したスポーツ施設の導入などと、これも評価できるとこ

ろです。 

 しかし、こと大雨災害については令和元年と令和３年にありました。令和３年での

家屋の床下浸水は1,004戸、床上浸水は132戸と合計1,136戸で、実に町内家屋の７分

の１が浸水したことになります。また、道路も冠水し、交通に支障がありました。あ

わせて、白石町の稲作水田、それと大豆耕作地の冠水で農業収入が減少しています。

このように、水防に関してはひ弱な一面がありました。 

 町長は、何事にも準備が必要ですと言われているが、来年度以降の内水対策はどの

ように考えておられるのか、３点について質問させてください。 

 まず１点目、事前排水の方向性について答弁お願いします。 

 

○田島健一町長 

 事前排水の方向性についてという御質問でございます。 

 嘉瀬川ダムが完成してから、従来はクリークというのは利水、かんがい用水を貯水

しておくべき施設としてのクリークであったわけでございますけども、平成25年から

嘉瀬川ダムからの給水が来るようになってからは、利水だけじゃなくて雨が降ってき

たら事前に落としとこうという、そっちの機能も持たせてもらえるんじゃないかとい

うことで考えておったところでございまして、本町におきましては平成29年よりこれ

を本格的に事前排水ということで取り組みをさせてまいったところでございます。 

 近年、防災行政無線での事前排水依頼を行った際は、町内はほとんどの水路で落水

対応をしていただくようになっておりまして、水量によりましては事前排水の依頼を

行う前の段階で区長さんとか操作員さんたちの判断により、既に水位を下げていただ

いている水路も非常に多くなってまいりました。また、排水機場の操作においても、

ここ数年は大雨が予想される早い段階で事前排水としての稼働を行い、少しでも多く

の貯留ポケットを確保するなど、自然排水、強制排水、両面から迅速な事前対応を行

っていただいているところでございます。 
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 このように、最近は地域全体が自主性を持って連携しながら大雨に備えた対応を行

うという、理想的な連携体系、排水体系が徐々に構築できているというように感じて

いるところでございます。事前排水対策につきましては、水路延長が長く、また排水

機場を多く要する本町におきましては最も効果が高い浸水対策として位置づけており

ますので、今後もより一層の推進を図ってまいりたいと考えております。そういうこ

とが事前排水の方向性と申しますか、白石町、先ほど来合併してからの云々というお

話がありましたけども、町全体として一つの方向に向かってやっていただいていると

ころでございまして、本当に感謝をしているところでございます。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 先ほど町長から白石町全体で取り組んでるんだと、事前排水自体が、その六角川に

ばかりじゃなか、それから塩田川ばかりじゃなか、有明海に流しましょうという、そ

ういう考え方が方向性として私は必要じゃないかと思います。 

 私が行ってる六角川のところでは、事前排水をすっとはよかばってんが、こっちば

かり水の来っごた、方向性がでくっちゃなかかいとか、そういう心配もあっています。

あと、事前排水ですから、一遍に流れてくるということは少なかとは思いますけれど

も、六角川の場合であれば武雄市、それから大町町、それから江北町とか、そういう

ところも当然流してきますので、前からするともう半分の時間に排水がなってるよと、

現場の声として聞こえてきてますので、その辺を含めて事前排水の方向性は全町に流

す、特に白石はほかの市町と違いまして有明海という大きな魅力がありますので、そ

ちらのほうに流すことがこれから求められて、今もされているというとは感じますけ

ど、今以上にしていくことが必要かと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 先ほどは建設課長、農村整備課長から問題等についてありましたけれども、そのこ

とについて答弁をお願いいたします。 

 

○田島健一町長 

 課題解消への取り組みということにつきましては、先ほど建設課長等々の答弁もご

ざいました。 

 まず、樋管管理、これについては六角川、塩田川の河川樋管及び有明海への樋管と

いうことで、白石町には数多くの樋管がございます。日常排水はもとより、事前排水

や大雨時の排水に重要な施設でございます。 

 樋管施設からの排水が停滞と申しますか、樋管利用が少なくなりますと、樋管外側

にガタ土がたまってしまう、なかなか通常から出し入れをしよかんと、海側の樋管が

六角川の川側の樋管が詰まってしまうということがございます。そういうことで、樋

管操作に支障を来し、また施設への負荷が高まり、排水不能や故障の原因にもなるお

それがございます。このような事態にならないように、日常的な排水の実施のお願い

と樋管の状況確認など、操作員の方と連絡体制を密にして、状況の改善が必要な場合

は管理者である武雄河川事務所や杵藤土木事務所等に対策への対応をお願いし、また
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町で対応できる範囲であれば対策への取り組みを行っていきたいというふうに思って

おります。 

 次に、事前排水時の上下流の水位段差についてでございますけども、これについて

は本町では冠水被害対策として水路を活用した事前排水にこれまで取り組んできてお

りまして、過去にも答弁してまいりましたように、浸水対策に大きな効果を上げてい

るところでございます。町内の水路でございますけども、造成してから30年近くがも

うたっておりますので、経年劣化といいますか、経年による泥土の堆積や護岸の崩落

などの傷みも見受けられる水路が散見されるようになってまいりました。上下流との

関係というのがございますけども、先ほどから言いますように、水路が土砂でたまっ

ているというのを早く除かないとなかなか効果が出ませんので、そういう効果的なも

のとするためには、今後はこの水路の機能性を最大限に生かして貯水断面を確保する

ことが最重要ではないかというふうに考えております。このため、国や県の補助事業

を活用して、水路の浚渫、そして護岸整備など、町内多くの水路で課題解決のための

整備も既に行っているところでもございます。 

 このように、町内の水路整備を進めていくことで、これまでの泥土堆積のため、大

雨時でも水位を落とすことが難しかった路線も、有事の際には思い切った排水対策が

できるのではないかというふうにも考えております。また、整備によっては年間を通

じ、多様化する作付体系にも対応した水管理ができるものというふうにも考えており

ます。今後におきましては、治水対策の要となる町内水路の整備については、本町に

おける最重要施策として継続的に取り組んでまいりたいと、以上考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○岸川信義議員 

 町の取り組みとして、最重要課題として取り組んでおられるということを聞きまし

て、非常に安心しました。 

 昨日、実は私は地域の地区の区長会に出席した折、台風10号の事前排水の話が出ま

した。風の強かったけんが、どがんやろかというふうなことがゲート操作であったよ

うということで聞きまして、そのために電動化を今地区ではしてもらうように、今年

度中にでけるということをしていますけども、こういう台風のあったときにゲートの

上に登ったりとかするのは非常に危険だから、そういう大きなことは白石町に任せ、

小さなことは各地区の農地水等を使って進めていくことが大事かなと思っております。

また、上下でもいろいろあるということは感じていますけれども、非常にそういう

個々に話合いを、農村整備課長もありましたように、してますよということを聞いて、

非常に安心しているところでもあります。 

 それでは、３番目の事前説明会、いわゆる排水調整会議の在り方について答弁をお

願いします。 

 

○田島健一町長 

 事前説明会の在り方ということでございます。 
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 事前説明会につきましては、毎年取水期前に行っております用排水調整協議会がご

ざいます。この協議会は、白石地域、福富地域、有明地域の３地域にそれぞれ開催を

いたしております。 

 地域の合同会議の御提案をいただいておりますけども、旧町境を越えた近隣地区と

の連携強化というのは、大雨災害時を想定した場合の対策において重要な要素となる

というふうに思っております。旧町の垣根を越えた連携は、今後の用排水調整になく

てはならないことと理解できますけれども、まずは現行の地域の中において地域内、

各地区内の連携を確立、強化することによって、事前排水の取り組みが完全に定着し、

大きな貯留ポケットの確保を図ることが重要であると考えております。 

 現段階におきましては、地域を超えた上流、下流との連携というものは、昔からの

取決めや慣習などがございますので、区長さんの代表者同士での話合いに役場担当者

を交えて、個別に丁寧に対応を調整させていただきたいというふうに思っております。

地域内、各地区内の連携により、事前排水が完全に定着し、その個々の積み重ねで地

域を超え、大きくなるものと考えておりますので、それまでは現行どおりでの３地域

での開催とさせていただきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

○岸川信義議員 

 私も非常にこの排水に関して町内を走っているとき、関係者からいろんな言葉を聞

きます。それは建設的な意見であったり、時には愚痴もあったりしますけれども、こ

のゲート、それから樋管操作というのは、人間が今の現段階行ってると。顔の見える

会議をするというのは非常に大事じゃないかと、私は感じていつも提案しているとこ

ろです。 

 いろいろできない理由は当然あると思いますけれども、白石町というのは地図で分

かりますように、白石町があって下流のほうに福富町がある、有明町があるというこ

とで、今のところというか、今までも有明と福富というのはつながっていないので、

上下間の問題をクリアできるようにするには、顔の見える会議を開くことが必要じゃ

ないかと、そのために建設課、それから農村整備課課長たちも区長さんたちに説明会

に行ったりとか努力されています。 

 この合併20周年ということを私が排水に取り上げましたのは、もうよかじゃなかで

すかという意味合いを込めています。心配するということ、本当に慎重であるという

ことはいいことだと思いますけれども、慎重過ぎても後れを取ってしまうということ

もあるわけなんです。もう一回、その辺を町長、それからプロジェクトの副町長、建

設課長、それから農村整備課長、あるいはいろんな人たちの意見を参考になされて新

しい取り組みをしてくださいということを申し上げたいと。私の白石町が今度20周年

になりました。これからの白石町がますますにぎわい、そして発展することを願いま

して、私の一般質問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 以上で岸川議員の一般質問を終わります。 
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 本日の議事日程は終了しました。 

 明日も一般質問です。 

 本日はこれにて散会します。 

 

14時02分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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